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１．「図書館は大学の心臓」
　ハーバード大学の学長であったチャールズ・
ウィリアム・エリオット（Charles William 
Eliot 1834 － 1926）は 1873/74 年の学長年次報
告１） で “The Library is the heart of the Uni-
versity”（図書館は大学の心臓）と記した。以来、
大学図書館は、大学における空間的な中心や、
活力の中心として広く認識され２）、大学におけ
る学習・教育・研究の拠点として発展してきた。
　しかし、20 世紀後半以降、大学と大学図書
館は、経営的な危機と技術革新への対応に直面
し、大学図書館はその役割と機能の再定義・再
評価が求められている。大学図書館に限らず、
図書館は、設置主体内の限られた運営資源の獲
得に苦戦し、情報メディアの多様化や ICT の
発達への対応も迫られている。職員の確保では、
公立図書館の現状は、ワーキングプアでの公共
サービス提供であり、大学図書館のすべてをア
ウトソースするという見方もある。こうした危
機的状況の中で図書館は運営されている。
　要するに、図書館は、拡大路線の終焉による

「危機」と並行して、新たな「機会」の時代を
迎えていると捉えることができる。資料の保存

から資料の利用・提供へ、そして、生涯学習施
設・社会教育施設としての図書館が求められて
いる。本日は、危機と機会の概要を紹介する。

２．そもそも大学図書館とは
　個々の大学が特色ある教育研究を展開できる
ように、平成 3（1991）年に大綱化された『大
学設置基準』３）の（図書等の資料及び図書館）
第三十八条により、大学図書館は、教育研究上必
要な資料を備え、学術情報の提供と他の大学の
図書館等との協力に努めることとして規定が整
備されている。大学における図書館の重要性４）

と、その機能を十分に発揮させるために必要な
専門的職員その他の専任の職員を置くものとさ
れている。これらの点は、図書館運営の発展に
おける大きな転換である。
　平成 25（2013）年 8 月には、教育スタイル
の変化と、大学教育における質的転換の必要性
から、『学修環境充実のための学術情報基盤の
整備について』５）がまとめられた。“ 学術情報基
盤とは、書籍、論文等のコンテンツ、それらの
流通を支える情報ネットワーク及び利活用の場
としての図書館を含む概念であり、知識インフ
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ラとして、大学における教育研究活動の根幹を
支えるものである ” として、図書館を知識イン
フラと位置付け、コンテンツ、学習空間、人的
支援の三つの要素の有機的な連携が重要である
としている。
　今後の展開として、物理的な空間としての図
書館と、ICT の活用を組み合わせることが考
えられる。また、図書館サービスでは、教員と
連携した教育面への積極的な関与と、大学内の
組織間連携によるネットワーク環境やアクティ
ブラーニングなどの基盤の充実が求められてい
る。この三つの要素の整備と連携は、図書館に
おける大きな発展の「機会」である。

３．大学図書館の現状と課題
　図書館における「危機」として取り上げられ
るのは職員と経費の問題である。『日本の図書
館』『学術情報基盤実態調査報告』『学校基本調
査報告書』から、その変化の傾向を検証した。
３－１．図書館職員の構成と専任職員減少
　大学職員は継続的に増加しているが、図書館
専任職員は 1995 年以降減少を続け 2010 年まで
に 3 割減少している。背景には、経費節減や職
員の削減を目的としたアウトソーシングがあ
り、図書館における専門性への低い理解が減少
傾向に拍車をかけている。

　1996 年と 2006 年の同一館 514 館の総図書館
員数の変化をみると、国立大学の専任率は
66.3％から 52.0％まで、私立大学の専任率は
63.2％から 42.4％まで減少している。しかし、
専任率は減少しているものの、非常勤、派遣な
どの雇用形態による人員の補充があり、総数で
は微増となっている現状がある。
　人員については、量と質が補完しあっている
かどうかは不明であるし、業務の多様化に見合
うだけの質と量が確保されているかどうかも印
象論の範囲を出ない。
　514 館の専任数と総数の増減の割合を散布図

に示すと、個々の館の状況が一様でないことが
明確になる。右上のＣ区画は、専任数と総数の
両方とも増えている。これは、学科増による学
生数の増加が反映しているケースと推測でき
る。左上のＡ区画は、専任数が減っているもの
の総数増で補充されている。左下のＢ区画では、
専任数も総数も減少している。これは、職員数
の純減の場合と、業務委託の人員が統計データ
に反映されない場合の二つが考えられる。
　大綱化された『大学設置基準』の強調してい
る個々の大学による特色ある教育研究の展開と
同様に、個々の図書館が特色のある運営を展開
する時代が既に到来している。

３－２．図書館経費の構成の変化
　2005 年までの新設大学を含めた図書館の人
件費と資料費の合計額では、大学総経費に占め
る図書館総経費の割合は 90 年代後半から減少
を続け、大学総経費は増額しても図書館経費は
増額していない。大学経費からの図書館経費へ
の配分は減っている。一方で、資料費の減少幅
は人件費の減少幅より小さい。人件費の減少
は、業務委託の経費が人件費から運営費に付け
変わることも影響している。
　人員と経費については、専任職員が減少し、
経費の絶対額も減少している。この減少を「危
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機」ととらえるか、いずこも同じ「現状」とと
らえるかは意見の分かれるところであろうが、
経営資源の縮小下での、人材育成と業務の効率
化によるサービス向上は時代の趨勢であろう。
　しかし、非専任化と業務委託によって、低い
給与水準の非専任職員の比率が増加し、一時的
に人件費が削減しても、サービス内容の質の確
保と、サービスの発展性について、安定的な図
書館活動を将来にわたって継続できるかどうか
は、大学図書館と設置主体である大学の両者に
とって大きな課題として残されるだろう。

４．図書館の活力の源と相互作用
　危機を機会へと転換するには、図書館が本来
持っている力を再発見し、経営資源の減少を補
う必要がある。一つは本の力、もう一つは相互
協力であると考える。
４－１．本の力
　貴重書を小学生が、みて、さわって、つくる
事業は、神奈川県「大学発・政策提案制度」6）

によってはじまった。「小学生が日本と世界の
古典籍類を実見・体感し、知性を刺激して感性
を涵養するためのプログラムと教材の開発と実
施の提案」は、近隣の小学校、神奈川県立図書
館、本学教員・大学院生との協働による、本学
図書館を含めた 4 者の連携によって実現した事
業であり、教員との信頼関係と、県立図書館と
の相互協力関係7）が重要な基盤となっている。
４－２．相互協力
　図書館間の相互協力は従来から活発になされ
ているが、以下の通り大学図書館や公立図書館
の設置主体である大学や自治体の連携による協
力関係も形成されている8 ）。
　大学図書館の設置主体である大学が、複数の
大学と単位互換などの共通の目的によって、提
携して活動する横浜市内大学間学術・教育交流
協議会が県内にはある。協議会のもとで、横浜
市内大学図書館コンソーシアムが活動し、大学
間による連携が、協議会参加大学間の図書館資

料の相互閲覧を可能にしている。協議会参加大
学の学生は、学生証の提示によって加盟大学図
書館への来館により資料の閲覧ができる。
　県内には、神奈川県内大学図書館相互協力協
議会による「神奈川県内大学図書館共通閲覧証」
による相互閲覧が可能になっているが、前者の
コンソーシアムによる方式が、利用者にとって
はより簡便である。
　また、大学と地域・自治体との連携が、大学
間連携と重層的になされている状況もある。神
奈川県内では横浜市の「大学・都市パートナー
シップ協議会」や「さがまちコンソーシアム」
などがある。連携の幅は、図書館から大学へ、
更に地域・自治体まで拡大している。

　上図の通り、図書館の枠を超えた連携や相互
作用による個々の図書館の活動が始まってい
る。
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◆平成26年度総会議事報告
　当日の出席は26館31名、委任状提出14校で、会則第 9 条第 3 項に則り総会は成立しました。
　議事は次のとおり進められました。

１ 平成 26 年度会長及び連絡館について   承認
２ 平成 25 年度事業報告　　　　　　　  承認
３ 平成 25 年度決算報告 （下記参照）  　   承認
４ 平成 25 年度会計監査報告　　　　　　承認 
５ 平成 26 年度事業計画案　　　　　　  承認
　 　諸会議、実務担当者会、会報発行等を行
　 うことが承認された。
６ 平成 26 年度予算案（下記参照）      承認

７ 神奈川県内大学図書館相互協力協議会の今
　 後のあり方について  　　　　　 継続審議     
　 　本協議会と神奈川県図書館協会大学図書
　 館委員会との統合について検討していくこ
　 ととなった。
８ その他
　 保管期間を過ぎた資料の廃棄報告
　 

◎ 調査の実施
名簿記載事項および相互利用マニュア

ルウェブ版記載事項確認調査
平成 25 年度共通閲覧証による相互利用

統計調査
上記 2 件の調査について 7 月 1 日に会員

館に依頼し、回答をもとに「神奈川県内大
学図書館相互協力協議会会員館名簿（平成
26年度）」および「同 共通閲覧証利用統計（平
成 25 年度）」を作成し、8 月 29 日「相互利
用マニュアル ウェブ版」の更新を行いまし
た。　　　　

記載事項の確認調査へのご協力、まこと
にありがとうございました。

◎ 平成 26 年度会費徴収について
今年度の会費については、6 月 12 日の総

会にて繰越金整理のため徴収を中止するこ
とが決定しました。

◎ 平成 26 年度実務担当者会・平成 26 年度臨
時総会開催予定

　日　程：平成 26 年 11 月
　場　所：神奈川大学
　　実務担当者会のテーマを募集しています。

◎ 神奈川県内大学図書館相互協力協議会
ホームページ　http://www.kulc.net/
メーリングリスト
  全会員館用：kulc@kulc.net
  連絡館用　：kulc-r@kulc.net

※登録アドレス、名簿記載事項の変更は事務局
　までご連絡ください。
　　共通閲覧証の追加、その他ご意見ご要望に
　つきましても、事務局までご連絡ください。

　　　　　　 事務局：kulc-offi  ce@kulc.net

【平成25年度決算】  
＜収入の部＞
     １ 会費   215,000 円
     ２ その他（銀行利息）　　  104 円
     前年度繰越金      　  573,339 円

                      合計 788,443 円
＜支出の部＞
     １ 会議費              29,246 円
     ２ 事務費              32,519 円
     ３ 印刷・製本費        81,900 円
     ４ 研究活動費          40,000 円
     ５ 予備費                   0 円
     次年度繰越金          604,778 円 

                      合計 788,443 円

【平成26年度予算】  
＜収入の部＞
     １ 会費               0 円
     ２ 前年度繰越金       604,778 円      
               
                     合計 604,778 円
＜支出の部＞
     １ 会議費              50,000 円
     ２ 事務費             40,000 円
     ３ 印刷・製本費       85,000 円
     ４ 研究活動費          40,000 円
     ５ 予備費             4,778 円
     ６ 移行特別経費             385,000 円 

                         合計 604,778 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

【事務局報告】


